
’０６０９ 重要事項説明書説明資料
《 資料１ 区域区分・開発行為等の制限・１／１》

区
域

区
分
（
注
１
）

区
域
の
特
性

開
発
行
為
等
の
制
限
（
注
２
）

開
発
許
可
を
必
要
と
し
な
い
開
発
行
為

都 市 計 画 区 域

内

市
街
化
区
域

市
街
化
を
促
進
す
る
区

域
で
あ
り
用
途
地
域
等

の
定
め
が
あ
り
ま
す
。

開
発
行
為
に
つ
い
て
は
、原
則
と
し
て
、

都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
必
要
と
し
ま

す
。

※
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
区
域
内
に

お
い
て
は
、工
事
完
了
公
告
の
後
は
、

原
則
と
し
て
予
定
建
築
物
等
以
外
の

建
築
物
等
の
建
築
を
し
て
は
な
り
ま

せ
ん
（
用
途
地
域
等
が
定
め
ら
れ
て

い
る
と
き
を
除
く
。）
。（
都
市
計
画

法
第
４２
条
第
１
項
）

※
市
街
化
調
整
区
域
で
は
、
開
発
行
為

及
び
建
築
物
の
建
築
等
は
禁
止
さ
れ

ま
す
。
開
発
許
可
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
場
合
あ
ら
た
に
許
可
が
必
要
で

す
。（
都
市
計
画
法
第
３５
条
の
２
第

１
項
）

※
都
道
府
県
知
事
は
、
用
途
地
域
の
定

め
ら
れ
て
い
な
い
土
地
の
区
域
で
の

開
発
行
為
に
つ
い
て
の
開
発
許
可
を

す
る
場
合
に
は
、
建
築
物
の
建
ぺ
い

率
、
建
築
物
の
高
さ
、
壁
面
の
位
置

そ
の
他
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
及
び

設
備
に
関
す
る
制
限
を
指
定
す
る
こ

と
が
で
き
、
こ
の
区
域
内
に
お
い
て

は
、
原
則
と
し
て
そ
の
制
限
に
違
反

し
て
建
築
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。（
都
市
計
画
法
第
４１
条
第
１
項
・

第
２
項
）

規
模

用
途

公
共
性
が
あ
る
施
設
・
事
業

の
た
め
の
も
の
・
そ
の
他

１
，０
００
㎡
〔
三
大
都
市
圏
で
は
５０
０
㎡
。

ま
た
、地
域
に
よ
っ
て
３０
０
㎡
か
ら
１
，００
０

（
又
は
５０
０
）
㎡
の
範
囲
内
で
知
事
が
規

則
で
定
め
る
規
模
〕
未
満
の
も
の
。

（
注
３
）

①
一
定
の
公
益
的
施
設
〔
駅
舎

そ
の
他
の
鉄
道
施
設
、
図
書

館
、
公
民
館
、
変
電
所
等
〕

②
都
市
計
画
と
し
て
オ
ー
ソ
ラ

イ
ズ
さ
れ
た
事
業
（
都
市
計

画
事
業
）

③
他
の
法
律
に
基
づ
く
許
認
可

が
あ
る
開
発
事
業
（
土
地
区

画
整
理
事
業
、
市
街
地
再
開

発
事
業
、
住
宅
街
区
整
備
事

業
）

④
公
有
水
面
埋
立
事
業

⑤
そ
の
他
（
非
常
災
害
の
た
め

の
応
急
措
置
、
通
常
の
管
理

行
為
、
軽
易
な
行
為
等
）

市
街
化
調
整
区
域

市
街
化
を
抑
制
す
べ
き

区
域
で
、
原
則
と
し
て

建
築
物
の
建
築
は
で
き

ま
せ
ん
。

農
林
漁
業
用
の
建
築

物
又
は
こ
れ
ら
を
営

む
者
が
居
住
す
る
住

宅
の
た
め
の
も
の

（
資
料
２
参
照
）

線
引
き
さ
れ
て
い
な

い
区
域
（
非
線
引
き

都
市
計
画
区
域
）

市
街
化
区
域
及
び
市
街

化
調
整
区
域
に
関
す
る

都
市
計
画
が
定
め
ら
れ

て
い
な
い
区
域
で
す
。

一
定
規
模
（
原
則
と
し
て
３
，０
００
㎡
、
又

は
都
道
府
県
の
規
則
で
定
め
た
面
積

（
３０
０
㎡
以
上
３
，０
００
㎡
未
満
））
未
満
の

も
の
。

外
準
都
市
計
画
区
域

都
市
計
画
区
域
に
準
ず
る

街
づ
く
り
の
基
本
と
な
る

区
域
で
、
土
地
利
用
に
関

し
て
は
、
都
市
計
画
区
域

に
準
ず
る
制
限
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

都
市
計
画
区
域
・

準
都
市
計
画
区
域
外

１
ha
未
満
の
も
の

（
注
１
）
区
域
区
分
：
街
づ
く
り
の
基
本
に
な
る
区
域
で
、
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
い
ろ
い
ろ
な
都
市
計
画
が
定
め
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
き
土
地
の
利
用
に
つ
い
て
同
法
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
法
令
に
制
限
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

（
注
２
）
開
発
行
為
：
「
開
発
行
為
」
と
は
、
主
と
し
て
建
築
物
の
建
築
又
は
特
定
工
作
物
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
プ
ラ
ン
ト
等
）
の
建
設
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
、
土
地
の
区
画
・
形
質
の
変
更
を
い
い
ま
す
。

具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
、
開
発
行
為
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
は
、
市
（
区
）
町
村
（
都
道
府
県
）
に
窓
口
で
事
前
に
問
い
合
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

区
画
の
変
更
：
道
路
・
垣
根
等
に
よ
る
土
地
の
物
理
的
区
分
の
変
更
で
、
道
路
・
水
路
等
の
新
設
・
廃
止
・
拡
幅
・
付
け
替
・
交
換
等
を
含
み
ま
す
が
、
単
な
る
登
記
簿
上
の
合
・
分

筆
は
含
み
ま
せ
ん
。

形
質
の
変
更
：
切
土
・
盛
土
に
よ
る
土
地
の
物
理
的
形
状
の
変
更
を
い
い
ま
す
が
、
既
に
建
築
物
の
敷
地
と
な
っ
て
い
る
土
地
で
、
建
築
物
の
建
築
と
一
体
の
工
事
と
認
め
ら
れ
る
土

地
の
掘
削
等
は
、
区
画
の
変
更
を
伴
わ
な
い
限
り
除
外
さ
れ
ま
す
。

（
注
３
）
多
く
の
自
治
体
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
条
例
・
指
導
要
綱
に
基
づ
い
て
１
区
画
の
土
地
の
最
低
面
積
、
道
路
の
幅
員
、
公
園
・
緑
化
、
義
務
教
育
施
設
の
負
担
等
の
細
か
い
規
制
を
行
っ
て
い
ま
す
。

資 料 １ 区域区分・開発行為等の制限（都市計画法第２９条第１項・第２項）


